
 

2021 年 2 月 5 日 

 

新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し回答がなされました 

～債権譲渡の第三者対抗要件の特例～ 

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」において事業者からの新たな規制

の特例措置の整備に関する要望に対し、以下のとおり回答がなされました。 

 

1．事業者からの要望の内容 

現状、民法において、債権譲渡は、債務者への通知等を確定日付のある証書によっ

てしなければ第三者に対抗できないとされていますが、新事業特例制度を活用し、一

定の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡の通知等を、確定日付

のある証書による通知等とみなす内容の規制の特例措置の整備に関する要望があ

りました。 

 

2．事業者に対する回答の内容 

令和 3年 1月 25日付けの要望書の提出に対し、同年 2月 4日付けで特例措置を講

ずる旨等、回答がなされました。特例措置の詳細については、下記の資料を御覧くだ

さい。 

（外部リンク：法務省） 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00159.html 

 

3．「新事業特例制度」の概要 

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者

が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的

な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。 

事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府に照会し、事業所管大臣から規制

所管大臣への確認を経て、規制の特例措置の設置の可否を回答するものです（本件

の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は法務省となります）。 

また、事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を

作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。  

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00159.html


 

 
（本件要望に対する回答に関するお問合せ先） 

  法務省民事局参事官室 

    電話：03-3580-4111(代表) 

 

（本発表資料のお問合せ先） 

  商務情報政策局ソフトウェア・情報サービス戦略室長 田辺 

      担当者：飛世、高野、月岡 

    電話：03-3501-1511(内線 3981) 

03-3501-6944（直通） 

03-3580-2769（FAX） 

 

（新事業特例制度のお問合せ先） 

 経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷 

      担当者： 中村、岩間、小林 

    電話：03-3501-1511（内線 2536） 

03-3501-1628（直通） 

03-3501-6079（FAX） 


